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告 示

神戸市告示第３６６号
平成１８年９月１１日付けで申請のあった神戸港内公有水面埋立ての埋立てに関する工事の竣功

については，公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２２条第１項の規定により次のとおり認

可したので，同条第２項の規定により告示する。

平成１８年１１月６日

神戸港港湾管理者 神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 竣功認可の年月日

平成１８年１０月１１日

２ 竣功認可を受けた者の名称，住所及びその代表者の氏名

� 竣功認可を受けた者の名称

神戸市

� 竣功認可を受けた者の住所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

� 竣功認可を受けた者の代表者の氏名

神戸市長 矢田 立郎

３ 埋立区域の位置，区域及び面積

� 埋立区域の位置

神戸市兵庫区中之島１丁目２１番地，２２番地及び９９番地の１に接する無番地に存する岸壁

敷並びに同区築地町６番地，２５番地，２６番地，２７番地及び２８番地に接する無番地に存する

物揚場敷の地先公有水面

� 埋立区域の区域

次の�の地点から�の地点までを順次に直線で結んだ線及び�の地点と�の地点を直線
で結んだ線により囲まれた区域

基点 兵庫県水産会館に設定した復興基準点

北緯３４度３９分５０．４７秒

東経１３５度１０分２９．１７秒

�の地点 基点から７０度２４分５８秒

３１４．０８メートルの地点

�の地点 �の地点から２度４８分５０秒
１８９．１９メートルの地点

�の地点 �の地点から９２度４７分２４秒
３．００メートルの地点

	の地点 �の地点から１８２度４７分４０秒
４．００メートルの地点


の地点 	の地点から９２度４７分２６秒
１３５．１６メートルの地点

�の地点 
の地点から２度４７分４０秒
４．００メートルの地点

�の地点 �の地点から９２度５８分１０秒
５．１３メートルの地点

１８７０ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



�の地点 �の地点から２０５度２９分１８秒
１９９．０１メートルの地点

� 埋立区域の面積

１８，９１５．０２平方メートル

４ 埋立の免許の年月日及び番号

� 埋立ての免許の年月日

平成１６年７月３０日

� 埋立ての免許の番号

神み経経許１６第２００号

５ 公有水面埋立法第２２条第３項の市町村名

神戸市

神戸市告示第３６７号
地縁による団体について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可を

したので，同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

平成１８年１１月７日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 名称

松宮台自治会

２ 規約に定める目的

この会は，快適で充実した生活が送れるよう，良好な地域社会の維持および形成を図るこ

とを目的とし，次の各号に掲げる事業を行う。

� 会員相互の連絡と親睦を図ること。

� 区域内の清掃，緑化推進などの環境整備を図ること。

� 集会施設その他の財産の維持管理を図ること。

 福利，厚生等に関すること。

� 生活改善，文化，体育等に関すること。

� 防火，防犯等に関すること。

� 市政との協力および他団体との連絡調整に関すること。

� その他目的達成に必要なこと。

３ 区域

神戸市北区松宮台の全域とする。

４ 事務所

神戸市北区松宮台２丁目２５番９号

５ 代表者の氏名

小湊 進也

６ 代表者の住所

神戸市北区松宮台１丁目２番１４号

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止

なし

８ 職務代行者の選任

なし

９ 代理人

なし

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８７１



１０ 規約に定めた解散の事由

総会において全会員の４分の３以上の同意により解散する。

１１ 認可年月日

平成１８年１１月１日

神戸市告示第３６８号
住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条に規定する方法による住居表示の実

施のため，町の区域及びその名称を変更するに当たり，同法第５条の２第１項の規定により，

その案を次のとおり告示する。

別図１及び別図２は神戸市市民参画推進局参画推進部区政振興課及び垂水区まちづくり推進

部総務課に備え置く。

平成１８年１１月６日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 変更案の内容

別図１に示す区域を別図２に定める町名に変更する。

２ 変更に係る町の区域及び当該区域の変更後の町の名称

変更に係る町の区域の従来の名称 変更に係る町の区域の新たな名称

垂水区北舞子１丁目及び垂水区北舞子２丁

目の各一部
北舞子４丁目
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神戸市告示第３８３号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により，

当該指定医療機関の事業を廃止したとして届出があったので，同法第５５条の２の規定により告

示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

２ 指定訪問看護事業者等

神戸市告示第３８４号
次の医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の指定をしたので，同

法第５５条の２の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

名 称 所 在 地 廃止年月日

宗皮膚科 兵庫区東山町３丁目７番１１号 平成１８年８月３１日

石川リハビリ脳神経外科クリニック 須磨区大田町２丁目３番７号 平成１８年６月３０日

いでい眼科医院 須磨区妙法寺字辻２９８番地 平成１８年８月３１日

わだ小児科クリニック 須磨区横尾１丁目２８４番地１ 平成１８年８月３１日

大塚デンタルクリニック 兵庫区大開通２丁目２番２５号 平成１６年１２月２７日

医療法人社団�橋歯科 垂水区王居殿２丁目１１番９号 平成１８年８月３１日

江本歯科医院 西区押部谷町栄１４１番地の１ 平成１８年８月３１日

ゆうわ薬局 東�区本庄町１丁目１５番１２号 平成１８年８月３１日

＊薬局＊六甲ファーマシー �区宮山町３丁目３番４４号 平成１８年８月３１日

いずみ薬局 �区泉通１丁目４番１１号 平成１８年８月３１日

株式会社阪神調剤薬局 長田区長田町１丁目３番２４号‐２０７ 平成１８年８月３１日

神戸北町調剤薬局 北区日の峰２丁目３番地の１ 平成１４年３月１日

指定訪問看護事業

者等の名称

指定訪問看護事業

者等の主たる事務

所の所在地

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の名称

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の所在地

廃止年月日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンきずな

須磨区白川台３丁

目６３番地の１
平成１８年７月２１日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区中山手通４

丁目１７番３４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区中山手通４

丁目１７番３４号
平成１８年８月３１日

名 称 所 在 地 指定年月日

り整形外科クリニック 東�区住吉本町３丁目４番１５号 平成１８年１０月１日

いまにし泌尿器科 �区岩屋北町２丁目３番１３号 平成１８年１０月２日

宗皮膚科 兵庫区東山町３丁目７番１１号 平成１８年９月１日

石川リハビリ脳神経外科クリニック 須磨区大田町２丁目３番７号 平成１８年７月１日

わだ小児科クリニック 須磨区横尾１丁目１７番地の２０１ 平成１８年９月１日

いでい眼科医院 須磨区横尾１丁目１７番地２０４号 平成１８年９月１日

和高医院 須磨区須磨寺町１丁目１３番地の１ 平成１８年１０月２日
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２ 指定訪問看護事業者等

神戸市告示第３８５号
次の指定医療機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により，

当該指定医療機関の名称に変更があったとして届出があったので，同法第５５条の２の規定によ

り告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 病院，診療所又は薬局

２ 指定訪問看護事業者等

眼科京平アイクリニック 垂水区本多聞２丁目２９番６号‐１０１ 平成１８年９月１日

タカダ医院 北区南五葉２丁目１番４号 平成１８年１０月１日

医療法人社団�橋歯科 垂水区美山台１丁目９番７４号 平成１８年９月１日

江本歯科医院 西区押部谷町栄１４１番地の１ 平成１８年９月１日

アップ薬局 東�区本庄町１丁目１５番１２号 平成１８年９月１日

めがみ薬局 東�区甲南町３丁目７番２６号 平成１８年１０月１日

阪神調剤薬局住吉川店 東�区住吉本町３丁目４番１５号 平成１８年８月１日

阪神調剤薬局六甲ファーマシー店 �区宮山町３丁目３番４４号 平成１８年９月１日

いずみ薬局 �区泉通１丁目４番１１号 平成１８年９月１日

阪神調剤薬局長田店 長田区長田町１丁目３番１号‐１１１ 平成１８年９月１日

たんぽぽ薬局西神戸店 長田区腕�町２丁目２番４号 平成１８年１０月１日

ふれあい薬局協同 長田区腕�町２丁目２番５号 平成１８年１０月１日

須磨寺駅さくら薬局 須磨区須磨寺町１丁目１３番地の１ 平成１８年１０月１日

指定訪問看護事業

者等の名称

指定訪問看護事業

者等の主たる事務

所の所在地

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の名称

当該指定にかかる

訪問看護ステーシ

ョン等の所在地

指定年月日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンきずな

須磨区白川台５丁

目２１番地の９‐A１０２
平成１８年７月２２日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区下山手通５

丁目６番２４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区下山手通５

丁目６番２４号
平成１８年９月１日

名 称 所 在 地 変更年月日

（新）いしはらクリニック

（旧）石原眼科
中央区雲井通６丁目１番５号 平成１８年８月１０日

指定訪問看護事業者等の

名称

指定訪問看護事

業者等の主たる

事務所の所在地

当該指定に係る訪問看護

ステーション等の名称

当該指定に係る訪

問看護ステーショ

ン等の所在地

変更年月日

（新）MHIジェネラルサ

ービシーズ株式会社

（旧）神戸菱興サービス株

式会社

兵庫区和田崎町

１丁目１番１号

（新）ふれあい訪問看護ス

テーションMGS名谷

（旧）名谷訪問看護ステー

ションふれあい

須磨区中落合３丁

目１番１１号
平成１８年９月１日

１８７６ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



神戸市告示第３８６号
次の施術者について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第

４９条の指定をしたので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

柔道整復師

神戸市告示第３８７号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２の規定により，当該指定介護機関の事業を廃止したとして届出があ

ったので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 介護療養型医療施設

２ 居宅介護事業者

施術者の氏名 施術所の名称 施術所の所在地 指定年月日

田中 宏 匠整骨鍼灸院 須磨区飛松町３丁目５番１５号 平成１８年１０月２日

西井 博臣 匠整骨鍼灸院 須磨区飛松町３丁目５番１５号 平成１８年１０月２日

岸本 広 きしもと接骨院 垂水区東舞子町１０番１号１０５‐２ 平成１８年１０月５日

庄司 健一 整骨院コレクト 西区南別府２丁目９番地の１ 平成１８年６月１日

名称 所在地 廃止年月日

真星病院 北区山田町上谷上字古々谷１２番地の３ 平成１８年１月３１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

廃止年月日

大石 麻利子

北区山田町上谷上

字古々谷１２番地の

３

真星病院

北区山田町上谷上

字古々谷１２番地の

３

平成１８年１月３１日

有限会社エービー

シー薬局

�区深田町３丁目
１番２４号

いずみ薬局
�区泉通１丁目４
番１１号

平成１８年８月３１日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンきずな

須磨区白川台３丁

目６３番地の１
平成１８年７月２１日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区中山手通４

丁目１７番３４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区中山手通４

丁目１７番３４号
平成１８年８月３１日

株式会社クリスタ

ル介護センター

東京都中野区弥生

町５‐２０‐７

クリスタル介護セ

ンター六甲道

�区深田町２丁目
３番５号

平成１８年６月３０日

西代護謨工業株式

会社

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号

ニシダイ・サクラ

介護支援センター

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号
平成１８年９月１４日

西代護謨工業株式

会社

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号

ニシダイ・サクラ

デイサービスセン

ター

長田区御屋敷通４

丁目１番２３号
平成１８年９月１４日

株式会社ピナクル
京都市右京区西京

極畦勝町６７番地

デイサービスセン

ターこんぺいとう

北区山田町小部字

向井谷１番１号
平成１８年６月３０日

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８７７



２ 居宅介護支援事業者

３ 介護予防事業者

神戸市告示第３８８号
次の介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２の指定をしたので，

同法第５５条の２の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

株式会社神戸国際

福祉カレッジ

中央区加納町２丁

目１２番１０号

KIWCケアサポー

ト

中央区加納町２丁

目１２番１０号
平成１８年４月１日

株式会社クリスタ

ル介護センター

東京都中野区弥生

町５‐２０‐７

クリスタル介護セ

ンター三宮

中央区東町１１６番

地の２‐７０２
平成１８年６月３０日

有限会社フジカワ

サービス

西区玉津町西河原

２１番地

ヘルパーステーシ

ョンひかり

西区玉津町西河原

２１番地
平成１８年９月３０日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

廃止年月日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区中山手通４

丁目１７番３４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区中山手通４

丁目１７番３４号
平成１８年８月３１日

西代護謨工業株式

会社

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号

ニシダイ・サクラ

介護支援センター

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号
平成１８年９月１４日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

廃止年月日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンきずな

須磨区白川台３丁

目６３番地の１
平成１８年７月２１日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区中山手通４

丁目１７番３４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区中山手通４

丁目１７番３４号
平成１８年８月３１日

株式会社クリスタ

ル介護センター

東京都中野区弥生

町５‐２０‐７

クリスタル介護セ

ンター六甲道

�区深田町２丁目
３番５号

平成１８年６月３０日

西代護謨工業株式

会社

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号

ニシダイ・サクラ

介護支援センター

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号
平成１８年９月１４日

西代護謨工業株式

会社

長田区御屋敷通４

丁目１番２５号

ニシダイ・サクラ

デイサービスセン

ター

長田区御屋敷通４

丁目１番２３号
平成１８年９月１４日

株式会社神戸国際

福祉カレッジ

中央区加納町２丁

目１２番１０号

KIWCケアサポー

ト

中央区加納町２丁

目１２番１０号
平成１８年４月１日

株式会社クリスタ

ル介護センター

東京都中野区弥生

町５‐２０‐７

クリスタル介護セ

ンター三宮

中央区東町１１６番

地の２‐７０２
平成１８年６月３０日

有限会社フジカワ

サービス

西区玉津町西河原

２１番地

ヘルパーステーシ

ョンひかり

西区玉津町西河原

２１番地
平成１８年９月３０日

１８７８ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



１ 介護老人保健施設

２ 居宅介護事業者

名称 所在地 指定年月日

介護老人保健施設フローラルヴィ

ラ垂水
垂水区下畑町字西砂山３０１番地の１平成１８年１０月１５日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

医療法人社団中井

病院

�区大内通６丁目
１番３号

医療法人社団中井

病院

�区大内通６丁目
１番３号

平成１８年４月１日

今西 治
北区松宮台１丁目

１４番地の５
いまにし泌尿器科

�区岩屋北町２丁
目３番１３号

平成１８年１０月２日

医療法人社団ふく

いクリニック

兵庫区駅南通２丁

目２番２９号
ふくいクリニック

兵庫区駅南通２丁

目２番２９号
平成１８年８月１日

医療法人社団思葉

会

須磨区大田町２丁

目３番７号

石川リハビリ脳神

経外科クリニック

須磨区大田町２丁

目３番７号
平成１８年７月１日

井沢 京平
垂水区小束山本町

２丁目２１番１号‐９０１

眼科京平アイクリ

ニック

垂水区本多聞２丁

目２９番６号‐１０１
平成１８年９月１日

中東 航
北区鈴蘭台北町２

丁目８番６号
中東歯科医院

北区鈴蘭台北町２

丁目８番６号
平成１８年７月１日

村岡 重忠
須磨区潮見台町２

丁目２番１６号‐７２６
むらおか歯科医院

西区岩岡町岩岡

６３６番地の５
平成１８年８月１日

株式会社オフィス

レオ

�区泉通１丁目４
番１１号‐３０１

いずみ薬局
�区泉通１丁目４
番１１号

平成１８年９月１日

たんぽぽ薬局株式

会社

岐阜県岐阜市若宮

町９丁目１６番地

たんぽぽ薬局西神

戸店

長田区腕�町２丁
目２番４号

平成１８年１０月１日

株式会社グッドプ

ランニング

北区南五葉２丁目

１番３２‐１号

須磨寺駅さくら薬

局

須磨区須磨寺町１

丁目１３番地の１
平成１８年１０月１日

有限会社恵商事
姫路市亀山１９５番

地
ベル薬局

西区南別府４丁目

３６８番地の４
平成１８年６月１日

医療法人社団正峰

会

西脇市黒田庄町田

高３１３番地

介護老人保健施設

フローラルヴィラ

垂水

垂水区下畑町字西

砂山３０１番地の１
平成１８年１０月１５日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンきずな

須磨区白川台５丁

目２１番地の９‐A１０２
平成１８年７月２２日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区下山手通５

丁目６番２４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区下山手通５

丁目６番２４号
平成１８年９月１日

社会福祉法人博由

社

明石市大久保町大

窪２５７３番地の１６

�の浜高齢者介護
支援センター

�区摩耶海岸通２
丁目３番１号

平成１８年４月１日

株式会社クリスタ

ル介護センター

東京都中野区弥生

町５‐２０‐７

クリスタル介護セ

ンター神戸中央

�区岩屋中町２丁
目３番５号‐１０３

平成１８年７月１日

有限会社スペース

E&Y

�区薬師通２丁目
２番５号

ガーデンコートデ

ィサービス

�区薬師通２丁目
２番５号

平成１８年９月１日

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８７９



３ 居宅介護支援事業者

社会福祉法人神戸

千ヶ峰会

兵庫区浜中町１丁

目１６番１８号

特別養護老人ホー

ム花みさき

兵庫区浜中町１丁

目１６番１８号
平成１８年４月１日

特定非営利活動法

人椋の木福祉協会

長田区長田町２丁

目１番２６号

介護センターここ

ろの里

長田区長田町２丁

目１番２６号
平成１８年６月１５日

有限会社さくら
長田区東尻池町４

丁目３番５０号

ニシダイサクラデ

イサービスセンタ

ー

長田区御屋敷通４

丁目１番１７号
平成１８年９月１５日

有限会社さくら
長田区東尻池町４

丁目３番５０号

ニシダイサクラ介

護支援センター

長田区御屋敷通４

丁目１番２３号
平成１８年９月１５日

ニュータウン再生

株式会社

須磨区北落合４丁

目５番

ヘルパーサービス

てあし

須磨区北落合４丁

目５番
平成１８年９月１日

株式会社ナガハラ

ヘルシーカンパニ

ー

須磨区神ノ谷７丁

目１番２号

神の谷デイサービ

ス

須磨区神ノ谷７丁

目１番２号
平成１８年９月１日

株式会社エイチ・

ジー

北区山田町小部字

向井谷１番地の１

‐B棟２号

デイサービスセン

ターこんぺいとう

北区山田町小部字

向井谷１番地の１
平成１８年７月１日

株式会社神戸国際

福祉カレッジ

中央区坂口通４丁

目２番１７号

KIWCケアサポー

ト

中央区坂口通４丁

目２番１７号
平成１８年４月１日

関西物流株式会社
垂水区東垂水町字

高丸７６２番地の１１６

神戸介護支援会ス

マイル・ライフな

がさかステーショ

ン

西区伊川谷町有瀬

４８番地の１１
平成１８年１０月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区下山手通５

丁目６番２４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区下山手通５

丁目６番２４号
平成１８年９月１日

有限会社うれしの
東�区北青木３丁
目２２番１９号‐３０３

うれしの
東�区魚崎中町１
丁目７番１５号‐１０１

平成１８年１０月１日

社会福祉法人神戸

海星会

�区篠原北町３丁
目１１番１５号

うみのほし魚崎居

宅介護支援事業所

東�区魚崎南町８
丁目１０番１０号

平成１８年９月１日

有限会社播永
兵庫区菊水町５丁

目３番１号

有限会社播永指定

居宅介護支援事業

所

兵庫区菊水町５丁

目３番１号
平成１８年１０月１日

有限会社さくら
長田区東尻池町４

丁目３番５０号

ニシダイサクラ介

護支援センター

長田区御屋敷通４

丁目１番２３号
平成１８年９月１５日

ニュータウン再生

株式会社

須磨区北落合４丁

目５番
高齢者支援てあし

須磨区北落合４丁

目５番
平成１８年９月１日

株式会社リブズ
西区長畑町８番地

の８

あいケアセンター

神戸

須磨区大黒町３丁

目１番３号‐２０２
平成１８年１０月１日

株式会社アミカ
東京都港区東麻布

１丁目２８番１３号

アミカ垂水介護セ

ンター

垂水区川原３丁目

１番１１号‐２０２
平成１８年９月１５日

１８８０ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



４ 特定福祉用具販売事業者

５ 介護予防事業者

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

アビリティーズ・

ケアネット株式会

社

東京都渋谷区代々

木４丁目３１番６号

アビリティーズ・

ケアネット株式会

社兵庫営業所

東�区魚崎西町１
丁目１番２７号

平成１８年４月１日

株式会社コムスン
東京都港区六本木

６丁目１０番１号

株式会社コムスン

神戸福祉用具セン

ター

兵庫区�本通４丁
目２番２０号

平成１８年４月１日

株式会社ジョイ介

護センター

垂水区宮本町１番

２１号

介護ショップみど

り

長田区細田町７丁

目１番１２号
平成１８年４月１日

有限会社クーラデ

ィ神戸

長田区海運町３丁

目６番６号

総合福祉センター

藤の会

長田区海運町３丁

目６番６号
平成１８年４月１日

株式会社ライフパ

ートナー

須磨区平田町１丁

目２番４号
ライフパートナー

須磨区平田町１丁

目２番４号
平成１８年４月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

医療法人社団中井

病院

�区大内通６丁目
１番３号

医療法人社団中井

病院

�区大内通６丁目
１番３号

平成１８年４月１日

今西 治
北区松宮台１丁目

１４番地の５
いまにし泌尿器科

�区岩屋北町２丁
目３番１３号

平成１８年１０月２日

医療法人社団ふく

いクリニック

兵庫区駅南通２丁

目２番２９号
ふくいクリニック

兵庫区駅南通２丁

目２番２９号
平成１８年８月１日

医療法人社団思葉

会

須磨区大田町２丁

目３番７号

石川リハビリ脳神

経外科クリニック

須磨区大田町２丁

目３番７号
平成１８年７月１日

井沢 京平
垂水区小束山本町

２丁目２１番１号‐９０１

眼科京平アイクリ

ニック

垂水区本多聞２丁

目２９番６号‐１０１
平成１８年９月１日

大石 麻利子

北区山田町上谷上

字古々谷１２番地の

３

真星病院

北区山田町上谷上

字古々谷１２番地の

３

平成１８年４月１日

中東 航
北区鈴蘭台北町２

丁目８番６号
中東歯科医院

北区鈴蘭台北町２

丁目８番６号
平成１８年７月１日

村岡 重忠
須磨区潮見台町２

丁目２番１６号‐７２６
むらおか歯科医院

西区岩岡町岩岡

６３６番地の５
平成１８年８月１日

株式会社オフィス

レオ

�区泉通１丁目４
番１１号‐３０１

いずみ薬局
�区泉通１丁目４
番１１号

平成１８年９月１日

たんぽぽ薬局株式

会社

岐阜県岐阜市若宮

町９丁目１６番地

たんぽぽ薬局西神

戸店

長田区腕�町２丁
目２番４号

平成１８年１０月１日

株式会社グッドプ

ランニング

北区南五葉２丁目

１番３２‐１号

須磨寺駅さくら薬

局

須磨区須磨寺町１

丁目１３番地の１
平成１８年１０月１日

有限会社恵商事
姫路市亀山１９５番

地
ベル薬局

西区南別府４丁目

３６８番地の４
平成１８年６月１日

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８８１



医療法人社団正峰

会

西脇市黒田庄町田

高３１３番地

介護老人保健施設

フローラルヴィラ

垂水

垂水区下畑町字西

砂山３０１番地の１
平成１８年１０月１５日

医療法人社団旭診

療所

中央区旭通２丁目

４番５‐１０１号

介護老人保健施設

あすなろ旭

北区西大池１丁目

３１番２８号
平成１８年１０月１日

株式会社コムスン
東京都港区六本木

６丁目１０番１号

株式会社コムスン

訪問看護ステーシ

ョン御影

東�区御影町御影
字城ノ前１５２０番地

の１

平成１８年４月１日

神戸医療生活協同

組合

長田区腕�町２丁
目２番１０号

訪問看護ステーシ

ョンきずな

須磨区白川台５丁

目２１番地の９‐A１０２
平成１８年７月２２日

社団法人兵庫県看

護協会

中央区下山手通５

丁目６番２４号

社団法人兵庫県看

護協会すまいる訪

問看護ステーショ

ン

中央区下山手通５

丁目６番２４号
平成１８年９月１日

社会福祉法人ささ

ゆり会

姫路市御立東５丁

目３０６番地の６
フレール魚崎中町

東�区魚崎中町４
丁目１０番５０号

平成１８年４月１日

株式会社アミカ
東京都港区東麻布

１丁目２８番１３号

アミカ東�介護セ
ンター

東�区住吉宮町３
丁目１５番１５号

平成１８年４月１日

アビリティーズ・

ケアネット株式会

社

東京都渋谷区代々

木４丁目３１番６号

アビリティーズ・

ケアネット株式会

社兵庫営業所

東�区魚崎西町１
丁目１番２７号

平成１８年４月１日

社会福祉法人博由

社

明石市大久保町大

窪２５７３番地の１６

�の浜高齢者介護
支援センター

�区摩耶海岸通２
丁目３番１号

平成１８年４月１日

株式会社クリスタ

ル介護センター

東京都中野区弥生

町５‐２０‐７

クリスタル介護セ

ンター神戸中央

�区岩屋中町２丁
目３番５号‐１０３

平成１８年７月１日

株式会社アミカ
東京都港区東麻布

１丁目２８番１３号

アミカ�介護セン
ター

�区森後町２丁目
３番１７号‐２０２

平成１８年４月１日

有限会社スペース

E&Y

�区薬師通２丁目
２番５号

ガーデンコートデ

ィサービス

�区薬師通２丁目
２番５号

平成１８年９月１日

有限会社サラサ
兵庫区大開通７丁

目３番１号

ケアステーション

もみの希

兵庫区大開通７丁

目３番１号‐３０１
平成１８年５月１５日

神戸菱興サービス

株式会社

兵庫区和田崎町１

丁目１番１号

神戸菱興サービス

デイサービスふれ

あい

兵庫区七宮町２丁

目１番１号
平成１８年４月１日

株式会社コムスン
東京都港区六本木

６丁目１０番１号

株式会社コムスン

神戸福祉用具セン

ター

兵庫区�本通４丁
目２番２０号

平成１８年４月１日

有限会社あゆみケ

アセンター

兵庫区菊水町５丁

目１番３号

あゆみケアセンタ

ー

兵庫区中道通７丁

目２番１５号
平成１８年４月１日

有限会社オレンジ

ケアサービス

兵庫区千鳥町１丁

目１番３号
憩いの家オレンジ

兵庫区千鳥町１丁

目１番３号
平成１８年４月１日

有限会社ながた介

護

長田区北町１丁目

１１番地

ヘルパーステーシ

ョンあすか

長田区北町１丁目

１１番地
平成１８年４月１日

有限会社健人
長田区松野通２丁

目５番５号

訪問介護ステーシ

ョンけんと

長田区松野通２丁

目５番５号
平成１８年４月１日

有限会社ケンハウ

ス

芦屋市打出小槌町

５番１０号‐１０１

介護サービスなが

たフォーユー

長田区苅藻通１丁

目１番１５号
平成１８年４月１日

１８８２ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



有限会社みのり
長田区長田天神町

１丁目１６番１号‐１００６

訪問介護カインド

サービス

長田区長田天神町

１丁目１６番１号‐１００６
平成１８年４月１日

有限会社小谷ケア

ステーション

長田区大橋町４丁

目３番５号‐３０３

小谷ケアステーシ

ョン

長田区大橋町４丁

目３番５号
平成１８年４月１日

株式会社ジョイ介

護センター

垂水区宮本町１番

２１号

介護ショップみど

り

長田区細田町７丁

目１番１２号
平成１８年４月１日

有限会社あけぼの

介護センター

長田区五位ノ池町

３丁目９番３３号‐３０１

有限会社あけぼの

介護センター

長田区五位ノ池町

３丁目９番３３号‐３０１
平成１８年４月１日

有限会社クーラデ

ィ神戸

長田区海運町３丁

目６番６号

総合福祉センター

藤の会

長田区海運町３丁

目６番６号
平成１８年４月１日

特定非営利活動法

人椋の木福祉協会

長田区長田町２丁

目１番２６号

介護センターここ

ろの里

長田区長田町２丁

目１番２６号
平成１８年６月１５日

有限会社さくら
長田区東尻池町４

丁目３番５０号

ニシダイサクラデ

イサービスセンタ

ー

長田区御屋敷通４

丁目１番１７号
平成１８年９月１５日

有限会社さくら
長田区東尻池町４

丁目３番５０号

ニシダイサクラ介

護支援センター

長田区御屋敷通４

丁目１番２３号
平成１８年９月１５日

株式会社ライフパ

ートナー

須磨区平田町１丁

目２番４号
ライフパートナー

須磨区平田町１丁

目２番４号
平成１８年４月１日

株式会社ハート介

護サービス

大阪市北区天神橋

２丁目北１番７号

‐３０１

株式会社ハート介

護サービス神戸支

店

須磨区前池町２丁

目１番１２号‐１０２
平成１８年４月１日

株式会社アミカ
東京都港区東麻布

１丁目２８番１３号

アミカ須磨介護セ

ンター

須磨区白川台６丁

目１７番地の４
平成１８年４月１日

ニュータウン再生

株式会社

須磨区北落合４丁

目５番

ヘルパーサービス

てあし

須磨区北落合４丁

目５番
平成１８年９月１日

株式会社ナガハラ

ヘルシーカンパニ

ー

須磨区神ノ谷７丁

目１番２号

神の谷デイサービ

ス

須磨区神ノ谷７丁

目１番２号
平成１８年９月１日

株式会社ジョイ介

護センター

垂水区宮本町１番

２１号

株式会社ジョイ介

護センター

垂水区宮本町１番

２１号
平成１８年４月１日

株式会社ニチイ学

館

東京都千代田区神

田駿河台２の９

アイリスケアセン

ター舞子

垂水区舞子台５丁

目１番１９号
平成１８年４月１日

有限会社ケアサー

ビスしらゆり

垂水区宮本町３番

１３号

訪問介護ケアサー

ビスしらゆり

垂水区宮本町３番

１３号
平成１８年４月１日

有限会社ケアーラ

イフたるみ

垂水区霞ケ丘７丁

目９番１７号

有限会社ケアーラ

イフたるみ

垂水区霞ケ丘７丁

目９番１７号
平成１８年４月１日

有限会社トータル

ケアプランニング

明石市立石２丁目

１番‐３０１

ヘルパーステーシ

ョンまいこざか

垂水区川原１丁目

１番１５号
平成１８年４月１日

ウェルフェア株式

会社

垂水区本多聞２丁

目１２番３０号‐２０３

ウェルフェア株式

会社ファミリーケ

アゆうあい

垂水区本多聞２丁

目１２番３０号‐２０３
平成１８年４月１日

有限会社マザーズ

・ケア

北区藤原台北町７

丁目８番１２号‐２０１

有限会社マザーズ

・ケア

北区藤原台北町７

丁目８番１２号‐２０１
平成１８年４月１日

合資会社クローバ

ーコーポレーショ

ン

北区道場町生野

１１７２番地の７９

クローバーコーポ

レーション

北区道場町生野

１１７２番地の７９
平成１８年４月１日

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８８３



６ 特定介護予防福祉用具販売事業者

神戸市告示第３８９号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２の規定により，当該指定介護機関の名称等に変更があったとして届

出があったので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

有限会社アスカケ

アライフ

中央区熊内町１丁

目５番１号

ヘルパーステーシ

ョンアスカケアラ

イフ北区事業所

北区若葉台４丁目

８番１３号
平成１８年４月１日

株式会社エイチ・

ジー

北区山田町小部字

向井谷１番地の１

‐B棟２号

デイサービスセン

ターこんぺいとう

北区山田町小部字

向井谷１番地の１
平成１８年７月１日

有限会社ハートフ

レンドまや

中央区港島中町３

丁目１番地の２

有限会社ハートフ

レンドまや

中央区港島中町３

丁目１番地の２
平成１８年４月１日

株式会社神戸国際

福祉カレッジ

中央区坂口通４丁

目２番１７号

KIWCケアサポー

ト

中央区坂口通４丁

目２番１７号
平成１８年４月１日

有限会社朱史
中央区二宮町４丁

目２３番７号
ケアサポート朱史

中央区二宮町４丁

目２３番７号
平成１８年４月１日

株式会社アミカ
東京都港区東麻布

１丁目２８番１３号

アミカ神戸三宮介

護センター

中央区磯上通４丁

目１番３２号‐３０８
平成１８年４月１日

有限会社丸寿
西区春日台４丁目

１２番地の３９
介護サービス丸寿

西区春日台４丁目

１２番地の３９
平成１８年４月１日

関西物流株式会社
垂水区東垂水町字

高丸７６２番地の１１６

神戸介護支援会ス

マイル・ライフな

がさかステーショ

ン

西区伊川谷町有瀬

４８番地の１１
平成１８年１０月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

指定年月日

アビリティーズ・

ケアネット株式会

社

東京都渋谷区代々

木４丁目３１番６号

アビリティーズ・

ケアネット株式会

社兵庫営業所

東�区魚崎西町１
丁目１番２７号

平成１８年４月１日

株式会社コムスン
東京都港区六本木

６丁目１０番１号

株式会社コムスン

神戸福祉用具セン

ター

兵庫区�本通４丁
目２番２０号

平成１８年４月１日

株式会社ジョイ介

護センター

垂水区宮本町１番

２１号

介護ショップみど

り

長田区細田町７丁

目１番１２号
平成１８年４月１日

有限会社クーラデ

ィ神戸

長田区海運町３丁

目６番６号

総合福祉センター

藤の会

長田区海運町３丁

目６番６号
平成１８年４月１日

株式会社ライフパ

ートナー

須磨区平田町１丁

目２番４号
ライフパートナー

須磨区平田町１丁

目２番４号
平成１８年４月１日

１８８４ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



２ 居宅介護支援事業者

３ 介護予防事業者

神戸市告示第３９０号
次の指定介護機関について，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項におい

て準用する同法第５０条の２の規定により，当該指定介護機関の事業を休止したとして届出があ

ったので，同法第５５条の２の規定により告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 居宅介護事業者

２ 居宅介護支援事業者

介護事業者の名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

当該指定に係る介護事業

所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

（新）MHIジェネラルサ

ービシーズ株式会社

（旧）神戸菱興サービス株

式会社

兵庫区和田崎町

１丁目１番１号

（新）ふれあい訪問看護ス

テーションMGS名谷

（旧）名谷訪問看護ステー

ションふれあい

須磨区中落合３丁

目１番１１号
平成１８年９月１日

（新）MHIジェネラルサ

ービシーズ株式会社

（旧）神戸菱興サービス株

式会社

兵庫区和田崎町

１丁目１番１号

（新）ふれあい介護センタ

ーMGS名谷

（旧）名谷介護センターふ

れあい

須磨区中落合３丁

目１番１１号
平成１８年８月１日

介護事業者の名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

当該指定に係る介護事業

所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

（新）MHIジェネラルサ

ービシーズ株式会社

（旧）神戸菱興サービス株

式会社

兵庫区和田崎町

１丁目１番１号

（新）ふれあい介護センタ

ーMGS名谷

（旧）名谷介護センターふ

れあい

須磨区中落合３丁

目１番１１号
平成１８年８月１日

介護事業者の名称

介護事業者の主

たる事務所の所

在地

当該指定に係る介護事業

所の名称

当該指定に係る介

護事業所の所在地
変更年月日

（新）MHIジェネラルサ

ービシーズ株式会社

（旧）神戸菱興サービス株

式会社

兵庫区和田崎町

１丁目１番１号

（新）ふれあい訪問看護ス

テーションMGS名谷

（旧）名谷訪問看護ステー

ションふれあい

須磨区中落合３丁

目１番１１号
平成１８年９月１日

（新）MHIジェネラルサ

ービシーズ株式会社

（旧）神戸菱興サービス株

式会社

兵庫区和田崎町

１丁目１番１号

（新）ふれあい介護センタ

ーMGS名谷

（旧）名谷介護センターふ

れあい

須磨区中落合３丁

目１番１１号
平成１８年８月１日

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

廃止年月日

有限会社清見ケア

サービス

西区井吹台東町５

丁目２番地の７
清見ケアサービス

西区井吹台東町５

丁目２番地の７
平成１８年４月１日

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８８５



神戸市告示第３９１号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

� 魚崎浜保管所及び稗原保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

介護事業者の名称
介護事業者の主た

る事務所の所在地

当該指定にかかる

介護事業所の名称

当該指定にかかる

介護事業所の所在

地

廃止年月日

有限会社清見ケア

サービス

西区井吹台東町５

丁目２番地の７
清見ケアサービス

西区井吹台東町５

丁目２番地の７
平成１８年４月１日

株式会社アーチ
西区押部谷町高和

１０１７番地

居宅介護支援事業

所あさがお

西区押部谷町高和

１０１７番地
平成１８年９月１日

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５０台

原動機付自転車 １２台

平成１８年１０月２日 東�区御影塚町２丁目２７番２０号

建設局東部建設事務所

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

ＪＲ�駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２１台

原動機付自転車 ２台

平成１８年１０月４日 電話 ８５４－２１９１

阪急王子公園駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １８台

阪神大石駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １５台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪神魚崎駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２４台

原動機付自転車 １台

平成１８年１０月５日

阪神青木駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２０台

阪神深江駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２１台

１８８６ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



神戸市告示第３９２号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

阪急岡本駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２９台

原動機付自転車 ４台

平成１８年１０月１１日

ＪＲ摂津本山駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３３台

原動機付自転車 ６台

ＪＲ甲南山手駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １５台

原動機付自転車 １台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神新在家駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１台 平成１８年１０月１６日

ＪＲ六甲道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １１９台

原動機付自転車 ２８台

阪急六甲駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １２台

原動機付自転車 ５台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

ＪＲ住吉駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７５台

原動機付自転車 １０台

平成１８年１０月１８日

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３０台

原動機付自転車 １台

平成１８年１０月１９日

阪急御影駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６台

原動機付自転車 ２台

�区・東�区長期放置 自転車 ８６台

原動機付自転車 ２０台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪急岡本駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２２台

原動機付自転車 ３台

平成１８年１０月２３日

ＪＲ摂津本山駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４１台

原動機付自転車 １台

ＪＲ甲南山手駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １６台

原動機付自転車 ２台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

ＪＲ�駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３１台

原動機付自転車 ８台

平成１８年１０月２５日

阪急王子公園駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２５台

原動機付自転車 ４台

阪神大石駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台

原動機付自転車 １台

魚崎浜保管所

東�区魚崎浜町１番５号

阪神魚崎駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２６台

原動機付自転車 １台

平成１８年１０月２６日

阪神青木駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １６台

阪神深江駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２６台

原動機付自転車 ２台

稗原保管所

�区上河原通１丁目１番

阪神新在家駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ７台 平成１８年１０月３０日

ＪＲ六甲道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ９１台

原動機付自転車 ４３台

阪急六甲駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５台

原動機付自転車 ６台

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １８８７



３ 返還事務を行う時間

� 北保管所及び岡場保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 火曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 月が丘保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 水曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 前２号に掲げる自転車等の保管所以外の自転車等の保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

中央区小野浜町２番２１号

三宮保管所

元町駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２２台

原動機付自転車 ２台

平成１８年１０月２日 兵庫区湊川町２丁目１番１２号

建設局中部建設事務所

三宮駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６６台

原動機付自転車 ９台

電話 ５１１－０５１５

自転車 ２７台

原動機付自転車 ８台

平成１８年１０月５日

元町駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ４６台

三宮駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １３台

原動機付自転車 ３台

平成１８年１０月１６日

自転車 １１４台

原動機付自転車 １４台

平成１８年１０月１９日

自転車 ６５台

原動機付自転車 １１台

平成１８年１０月２５日

春日野道駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２１台

原動機付自転車 １台

元町駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３０台

中央区長期放置 自転車 １８３台

原動機付自転車 １５台

平成１８年１０月２７日

１８８８ 平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号



神戸市告示第３９３号
神戸市自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例（昭和５８年４月条例第３

号）第１１条第２項（同条例第１２条第２項において準用する場合を含む。）の規定により自転車等

を撤去し，及び保管したので，同条例第１３条第１項の規定により次のとおり告示する。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 自転車等の保管及び返還の場所，自転車等が置かれ，又は放置されていた場所，撤去し，

及び保管した自転車等の台数，撤去し，及び保管した年月日並びに問い合わせ先

別表のとおり

２ 保管期間

この告示の日から１月間（その保管に不相当な費用を要するときに限る。）

３ 返還事務を行う時間

� 北保管所及び岡場保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 火曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 月が丘保管所

ア 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して７日以内

�ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

兵庫区湊町１丁目３５

湊町保管所

湊川駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６１台

原動機付自転車 ５台

平成１８年１０月４日

新開地駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５８台

原動機付自転車 ７台

神戸駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １４０台

原動機付自転車 １９台

平成１８年１０月１０日

自転車 ７２台

原動機付自転車 ９台

平成１８年１０月１２日

兵庫駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５８台

原動機付自転車 ５台

和田岬駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １６台

神戸駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５６台

原動機付自転車 ５台

平成１８年１０月１７日

湊川駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５６台

新開地駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２９台

原動機付自転車 １台

神戸駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １０３台

原動機付自転車 １３台

平成１８年１０月２３日

自転車 ３１台

原動機付自転車 ６台

平成１８年１０月２６日

兵庫駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６７台

原動機付自転車 ３台

和田岬駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １３台

原動機付自転車 ２台

兵庫区長期放置 自転車 １１３台

原動機付自転車 １１台

平成１８年１０月２７日
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イ 自転車等を撤去し，及び保管した日から起算して８日以降

�ア 水曜日 午後３時から午後７時まで

�イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

� 前２号に掲げる自転車等の保管所以外の自転車等の保管所

ア 月曜日から金曜日まで 午後３時から午後７時まで

イ 土曜日 午後１時から午後５時まで

４ 返還を受けるために必要な事項

自転車等の利用者等は，当該保管に係る自転車等の返還を受けようとするときは，その住

所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の利用者等であることを証する物を市長に提示し

なければならない。

５ その他

この告示の日から起算して６月を経過しても当該保管に係る自転車等（この告示の日から

１月を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相

当な費用を要するため当該自転車等を売却した代金を含む。）を返還することができないとき

は，当該自転車等の所有権は，本市に帰属する。

別表

自転車等の保管及び返還の場所
自転車等が置かれ，又は放置され

ていた場所

撤去し，及び保管した自

転車等の台数

撤去し，及び保管した年

月日
問 い 合 わ せ 先

須磨区須磨浦通２丁目２番地

須磨保管所

須磨駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３４台

原動機付自転車 ８台

平成１８年１０月３日 須磨区妙法寺ヌメリ石１番地の１

建設局西部建設事務所

須磨区中落合２丁目１－１

名谷保管所

妙法寺駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １０台

原動機付自転車 １０台

平成１８年１０月５日 電話 ７４２－２４２４

長田区駒栄町１丁目２番

西部保管所

鷹取（北）駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 １３台

原動機付自転車 １台

平成１８年１０月１１日

鷹取（南）駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ２０台

原動機付自転車 １台

長田区管内長期放置 自転車 ９台

原動機付自転車 ６台

長田区西代通１丁目１番地

西代保管所

高速長田駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ５６台

原動機付自転車 １台

平成１８年１０月１２日

長田区管内長期放置 自転車 ３６台

原動機付自転車 １台

須磨区須磨浦通２丁目２番地

須磨保管所

須磨区管内長期放置 自転車 １０台 平成１８年１０月１７日

長田区西代通１丁目１番地

西代保管所

板宿駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ３０台

原動機付自転車 ３台

平成１８年１０月２５日

須磨区管内長期放置 自転車 ２１台

長田区駒栄町１丁目２番

西部保管所

新長田駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ９８台

原動機付自転車 １台

平成１８年１０月２６日

長田区管内長期放置 自転車 ３０台

原動機付自転車 ３台

須磨区須磨浦通２丁目２番地

須磨保管所

須磨区管内長期放置 自転車 ７台 平成１８年１０月２７日

須磨区中落合２丁目１－１

名谷保管所

名谷駅周辺自転車等放置

禁止区域

自転車 ６２台

原動機付自転車 ２０台

平成１８年１０月３０日

須磨区管内長期放置 自転車 １４台

原動機付自転車 ２台
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公 告

神戸市公告第３８３号
六甲アイランドの区域の保管施設，荷捌き施設，加工場，梱包場，検査場，その他港湾関連

事業施設建設のための事業用地（それら施設に付帯する事務所等の施設を含む）の借受人を次

のとおり公募します。

平成１８年１１月６日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 貸付けに係る土地の場所

神戸市東�区向洋町東４丁目１３番の６の一部
２ 貸付けに係る土地の面積

１区画約２，３５９平方メートル

３ 公募期間

平成１８年１１月２１日�から同月２７日�まで
４ 借受人の決定

借受人は，別途配布する申込書の内容にもとづき，選考のうえ，追って申込者に通知する。

５ 公募期間後の措置

当該公募期間中に借受けの申込みがなかった場合（ただし，区画を分割した後の残区画も

含む）については，期間終了後（ただし１年間）いずれの場合も借受人は，別途書類選考の

うえ，決定するものとします。

６ 賃貸料等（平成１８年度）

� 建物の所有を目的とする事業用定期借地権を設定する場合

１０・１５・２０年の事業用定期借地権を設定する場合

ア 賃貸料

１平方メートル当たり月額４６４円

イ 賃貸借契約を締結した時に徴収する保証金

賃貸料の６箇月分に相当する額

� 野積場用地

ア 賃貸料

１平方メートル当たり月額４６４円

イ 賃貸借契約を締結した時に徴収する保証金

賃貸料の６箇月分に相当する額

７ 応募資格

公募のしおりを参照のこと。

８ 公募のしおり及び申込用紙の配布期間及び配布場所

� 配布期間

平成１８年１１月７日�から随時
� 配布場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸市みなと総局振興部企業誘致課

９ 申込みの受付場所及び問い合わせ先
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神戸市中央区加納町６丁目５番１号
神戸市役所本庁舎１号館２３階
神戸市みなと総局振興部企業誘致課
電話（０７８）３２２－５６７１（直通）

神戸市公告第３８４号
神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－B地区震災復興第二種市街地再開発事業の若松５第

１工区に係る管理処分計画の変更の認可を受けたので，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）
第１１８条の１０において準用する同法第８６条第１項の規定により，次のとおり公告します。

平成１８年１１月６日
神戸市
代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 第二種市街地再開発事業の名称
神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－B地区震災復興第二種市街地再開発事業

２ 施行者の名称
神戸市
代表者 神戸市長 矢田 立郎

３ 事務所の所在地
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４ 管理処分計画に係る工区に含まれる地域の名称
神戸市長田区日吉町１丁目の一部，日吉町２丁目の一部，若松町５丁目の一部，若松町６

丁目の一部，若松町７丁目の一部及び大橋町７丁目の一部
５ 管理処分計画の認可を受けた年月日

平成１７年１１月２日
６ 管理処分計画の変更の認可を受けた年月日

平成１８年１１月１日

神戸市公告第３８５号
神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－B地区震災復興第二種市街地再開発事業の大橋５第

１工区に係る管理処分計画の変更の認可を受けたので，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）
第１１８条の１０において準用する同法第８６条第１項の規定により，次のとおり公告します。
平成１８年１１月７日

神戸市
代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 第二種市街地再開発事業の名称
神戸国際港都建設事業新長田駅南第２－Ｂ地区震災復興第二種市街地再開発事業

２ 施行者の名称
神戸市
代表者 神戸市長 矢田 立郎

３ 事務所の所在地
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４ 管理処分計画に係る工区に含まれる地域の名称
神戸市長田区大橋町５丁目の一部

５ 管理処分計画の認可を受けた年月日
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平成１５年１２月２６日

６ 管理処分計画の変更の認可を受けた年月日

平成１８年１１月２日

神戸市公告第３８６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条の３第４項において準用する同法第７２条第１項

の規定により，次のとおり公開による意見の聴取を行いますので，関係人で御意見のある方は，

御参集ください。

平成１８年１１月８日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 公開による意見の聴取

� 開催日時

平成１８年１１月２０日�
午前９時３０分から午前１０時３０分まで

� 開催場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎２号館１階

都市計画総局建築指導部会議室

� 連絡先

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課

電話（０７８）３２２－５６１２

２ 申請建築協定

� 建築協定の名称

北神星和台第１１地区建築協定

� 申請者の住所及び氏名

大阪市北区西天満５丁目６番４号

新星和不動産株式会社 代表取締役社長 大江 眞幸

� 協定区域の位置及び面積

神戸市北区西山１丁目１４番３，１４番４

４９１．２２平方メートル（２区画）

 建築物に関する基準

協定区域内の建築物の敷地，位置，用途及び形態は，次の各号の基準によらなければな

らない。

１）建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離

は，１メートル以上とする。ただし，次のア，イ又はウに該当する場合は，この限りで

ない。

ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３メートル以下であるもの。

イ 物置その他これに類する用途に供し，軒の高さが２．３メートル以下で，かつ，床面

積の合計が５平方メートル以内であるもの。

ウ 地下車庫で軒の高さが地盤面から１メートル以下であるもの。

２）建築物の用途は，個人専用住宅とする。

ただし，診療所，診療所兼用住宅，建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０

条の３に規定する兼用住宅又は同令第１３０条の４に規定する公益上必要な建築物で，本
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協定第１１条に定める運営委員会の許可を得たものはこの限りではない。

３）建築物は１区画１戸建てとすること。ただし，委員会の許可を得たものは，２区画以

上の区画を１区画として建築物を建築することができる。

４）建築物の階数は，３階（地階を除く。）以下とし，高さは，１０メートル以下とし，軒

の高さは，７メートル以下とする。

５）区画を分割する場合は，委員会の許可を必要とする。ただし，その分割により１５０平

方メートル未満となる区画が生じる場合は区画の分割はできないものとする。

６）建築物の敷地の地盤面の高さは，協定締結以降変更してはならない。ただし，建築物

の基礎工事のための整地又は委員会の許可を受けた必要最小限の変更は，この限りでは

ない。

７）附属建物（離れ家等）は，生計を一にするか又はこれに準ずる生活のために，別棟で

建築物を建築することができる。

８）営業用の物置は，建築又は設置してはならない。

９）道路に面する垣又は�で高さが１．２メートルを超えるもの（門柱，門扉及び車庫を除
く。）は，生垣又はパイプフェンス等とし，コンクリートブロック塀その他これらに類す

るものとしてはならない。

１０）広告，営業用の看板及び掲示板その他これに類するものを外壁に設置してはならない。

� 違反があった場合の措置

ア 建築協定書第７条の規定に違反した者があった場合は，委員会の委員長は，同委員会

の決定に基づき当該権利者に対して当該工事の施工の停止を請求し，かつ，文書をもっ

て相当の猶予期間内に違反行為を是正するために必要な措置を取ることを請求するもの

とする。

イ 前項の請求を受けた当該権利者は，遅滞なくこれに従わなければならない。当該権利

者がその請求に従わないときは，委員長は，委員会の決定に基づき，その強制履行又は

当該権利者の費用をもって第三者にこれを行わせることを管轄裁判所に請求するものと

する。

� 協定の有効期間

ア 本協定の有効期間は平成３６年７月８日までとする。

イ 本協定の違反者の措置に関しては，期間満了後もなお効力を有する。

神戸市公告第３８７号
神戸国際港都建設事業新長田駅南第３地区（大橋４地区）震災復興第二種市街地再開発事業

の事業計画を変更したので，都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５６条において準用する同

法第５４条第１項の規定により，次のとおり公告します。

平成１８年１１月８日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 市街地再開発事業の種類及び名称

� 市街地再開発事業の種類

第二種市街地再開発事業

� 市街地再開発事業の名称

神戸国際港都建設事業新長田駅南第３地区（大橋４地区）震災復興第二種

市街地再開発事業

２ 事業施行期間
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平成１１年１０月４日から平成２１年３月３１日まで

３ 施行地区及び工区

� 施行地区

神戸市長田区大橋町４丁目の一部

� 工区

ア 大橋４第１工区

神戸市長田区大橋町４丁目の一部

イ 大橋４第２工区

神戸市長田区大橋町４丁目の一部

ウ 大橋４第３工区

神戸市長田区大橋町４丁目の一部

４ 施行者の名称

神戸市

代表者 神戸市長 矢田 立郎

５ 事務所の所在地

神戸市中央区加納町６丁目５番１号神戸市役所内

６ 事業計画の決定の年月日

平成１１年１０月４日

７ 変更の内容

大橋４第２工区，施設建築物の設計の概要の変更

８ 事業計画変更の年月日

平成１８年１０月２７日

神戸市公告第３８８号
都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第５６条において準用する同法第５５条第１項の規定によ

り，兵庫県知事から神戸国際港都建設事業新長田駅南第３地区（大橋４地区）震災復興第二種

市街地再開発事業の施行地区及び工区並びに設計の概要を表示する図書の写しの送付を受けた

ので，同法第５６条において準用する同法第５５条第２項及び都市再開発法施行令（昭和４４年政令

第２３２号）第２条の２の規定により，当該図書を次のとおり公衆の縦覧に供します。

平成１８年１１月８日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 縦覧の場所

神戸市都市計画総局再開発部新長田南再開発事務所

神戸市長田区腕塚町５丁目３番１－４０１号

２ 縦覧の時間

午前９時から午後５時まで

神戸市公告第３８９号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）第１９条の

５第１項各号に規定する者のすべてを確知することができないので，法第１９条の８後段の規定

に基づき，次のとおり公告する。

平成１８年１１月８日
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神戸市
代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 講ずべき措置の内容
神戸市北区山田町藍那字伝庫６－５に処分されている廃油，廃酸及び汚泥の混合物（以下

「硫酸ピッチ」という。）の入ったドラム缶，漏出した硫酸ピッチ並びに硫酸ピッチにより汚
染された土壌，アスファルト等及びその他の廃棄物を，法第１２条第１項に規定する産業廃棄
物処理基準，第１２条の２第１項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び法第１６条の３に
規定する指定有害廃棄物の処理基準（以下「処理基準」という。）のほか，法の定めるところ
に従い，着手期限を遵守し，履行期限までに全量撤去すること。
撤去後の硫酸ピッチ等は，処理基準のほか法の定めるところにより，適正に処理すること。

２ 着手期限
公告の日から起算して，５日以内に作業方法，工程等を記した作業計画書を本市に提出す

ること。
３ 履行期限

作業計画書を本市に提出し，承認を受けた後，３０日以内に全量撤去すること。
４ 措置を講じないとき

上記の着手期限又は履行期限までに講ずべき措置を講じないとき，講じても十分でないと
き，又は講ずる見込みがないときは，神戸市長が当該支障の除去等の措置の全部又は一部を
講じ，当該措置に要した費用を徴収することがある。

５ 問い合わせ先
神戸市環境局事業系ごみ対策課
電話 ０７８－３２２－６４３１

神戸市公告第３９０号
ポートアイランド第２期都市再開発用地（工業地域）の譲受人及び借受人にかかる平成１８年

度の第５回公募を次のとおり行います。
平成１８年１１月９日

神戸市
代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 分譲又は賃貸用地

神戸市中央区港島南町

２ 分譲又は賃貸面積

１，０００平方メートルから（ただし，区画の分割を伴う場合は，別途事前の相談に応じます。）

３ 公募期間

平成１８年１１月２１日�から１１月２７日�まで
４ 譲受人及び借受人の決定

譲受人及び借受人は，別途配布する申込書の内容にもとづき，選考のうえ決定し，追って

申込者に通知します。

５ 公募期間後の措置

当該公募期間中に譲受け又は借受けの申込みがなかった区画（ただし，区画を分割した後

の残区画も含む。）については，期間終了後，先着順により申し込みを受け付けます。平成１９

年３月３１日までに契約締結する申し込みが対象となります。譲受人又は借受人は別途書類選

所 在 地 目 面 積

� ３丁目３番１５ 雑種地 ３，３００．０１�
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考のうえ決定します。

６ 分譲に関すること

� 一括払いによる場合

� 分譲価格

１平方メートル当たり１４９，８００円

� 分譲価格の割引制度

一定の要件に該当する場合は，割引制度をご利用いただくことができます。割引対象

項目の該当数に応じて最大１０８，０００円まで分譲価格を割り引きます。

� 分譲代金の納入方法

一括払い（譲渡契約締結の日迄に土地譲渡代金の１０％，土地引渡しの日迄に残額の９０％

をお支払いください。）

� 分割払いによる場合

� 分譲価格

１平方メートル当たり２１４，０００円

� 分譲代金の納入方法

分割払い（契約締結時の即納金を含め１０回の元金均等払い。ただし，２年次の支払い

より延納利息（年利率：平成１８年４月１日現在の公定歩合＝０．１％）が発生します。）

７ 賃貸に関すること

� 事業用借地（借地借家法第２４条）による場合

� 期 間 １０～２０年

� 権利金 なし

� 賃貸料 １平方メートル当たり月額４５０円

	 保証金 賃貸料（月額）の１２～１８か月分に相当する額

� 普通借地による場合

� 期 間 ３０年

� 権利金 分譲価格（１平方メートル当たり２１４，０００円に面積を乗じた額）の２５％に相

当する額

� 賃貸料 １平方メートル当たり月額２７０円

	 保証金 賃貸料（月額）の６か月分に相当する額

� 賃貸料の減額

上記�－�及び�－�に定める賃貸料については，「神戸市公有財産規則の特例に関す
る規則（平成１３年７月規則第２８号）」により，各年次の賃貸料に対して次のとおり減額の

適用を受けることができます。

減額率 １年目→４／５，２年目→３／５，３年目→２／５，４年目→１／５

 賃貸料等の納入方法

別途配布する公募のしおりに定めるところによる

８ 申込み条件等

� 対象業種

ポートアイランド第２期の都市再開発用地の用途に適合する業種

（製造工場等）

� 申込者の資格

自ら製造工場等を経営しようとする者。別途配布する公募のしおりに定める資格要件等

を満たす者。

� その他の条件

� 当該区画を一体的に利用することを前提に，分譲と賃貸を併用することも可能です。
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ただし，それぞれの場合における土地利用面積は，１，０００�以上とし，また，当該区画
上の建物等の配置又は構造等については別途協議させていただきます。

� 当該区画への道路及びインフラ等供給処理施設は，計画の見直しにより変更する場合

があります。

� 区画の分割及び周辺の整備等により，土地引き渡しに時間を要する場合があります。

	 当該区画について賃貸借契約を締結し，借受けた場合においても，将来当該地を譲り

受けることは可能です。ただし，分譲価格は，当該区画を将来譲渡する時点の更地とし

ての価格によるものとします。

９ 公募のしおり及び申込用紙の配布期間及び配布場所

� 配布期間

平成１８年１１月１４日�から随時
� 配布場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸エンタープライズプロモーションビューロー内

神戸市みなと総局振興部企業誘致課

１０ 申込みの受付場所及び問い合わせ先

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸エンタープライズプロモーションビューロー内

神戸市みなと総局振興部企業誘致課

電話（０７８）３２２－５７０３（直通）

１１ その他

次回公募区画及び実施時期等は未定です。

神戸市公告第３９１号
ポートアイランド第２期都市再開発用地（準工業地域）の譲受人及び借受人にかかる平成１８

年度の第４回公募を次のとおり行います。

平成１８年１１月９日

神戸市

代表者 神戸市長 矢 田 立 郎

１ 分譲又は賃貸用地

神戸市中央区港島南町

２ 分譲又は賃貸面積

１，０００平方メートルから（ただし，区画の分割を伴う場合は，別途事前の相談に応じます。）

３ 公募期間

平成１８年１１月２１日�から１１月２７日�まで
４ 譲受人及び借受人の決定

譲受人及び借受人は，別途配布する申込書の内容にもとづき，選考のうえ決定し，追って

申込者に通知します。

所 在 地 目 面 積

� ４丁目２番１の一部 雑種地 約３，６７０�

� ５丁目４番１ 雑種地 １，９５６．５９�
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５ 公募期間後の措置

当該公募期間中に譲受け又は借受けの申込みがなかった区画（ただし，区画を分割した後

の残区画も含む。）については，期間終了後，先着順により申し込みを受け付けます。平成１９

年３月３１日までに契約締結する申し込みが対象となります。譲受人又は借受人は別途書類選

考のうえ決定します。

６ 分譲に関すること

� 一括払いによる場合

� 分譲価格

１平方メートル当たり１４９，８００円

� 分譲価格の割引制度

一定の要件に該当する場合は，割引制度をご利用いただくことができます。割引対象

項目の該当数に応じて最大１０８，０００円まで分譲価格を割り引きます。

� 分譲代金の納入方法

一括払い（譲渡契約締結の日迄に土地譲渡代金の１０％，土地引渡しの日迄に残額の９０％

をお支払いください。）

� 分割払いによる場合

� 分譲価格

１平方メートル当たり２１４，０００円

� 分譲代金の納入方法

分割払い（契約締結時の即納金を含め１０回の元金均等払い。ただし，２年次の支払い

より延納利息（年利率：平成１８年４月１日現在の公定歩合＝０．１％）が発生します。）

７ 賃貸に関すること

� 事業用借地（借地借家法第２４条）による場合

� 期 間 １０～２０年

� 権利金 なし

� 賃貸料 １平方メートル当たり月額４５０円

	 保証金 賃貸料（月額）の１２～１８か月分に相当する額

� 普通借地による場合

� 期 間 ３０年

� 権利金 分譲価格（１平方メートル当たり２１４，０００円に面積を乗じた額）の２５％に相

当する額

� 賃貸料 １平方メートル当たり月額２７０円

	 保証金 賃貸料（月額）の６か月分に相当する額

� 賃貸料の減額

上記�－�及び�－�に定める賃貸料については，「神戸市公有財産規則の特例に関す
る規則（平成１３年７月規則第２８号）」により，各年次の賃貸料に対して次のとおり減額の

適用を受けることができます。

減額率 １年目→４／５，２年目→３／５，３年目→２／５，４年目→１／５

 賃貸料等の納入方法

別途配布する公募のしおりに定めるところによる

８ 申込み条件等

� 対象業種

ポートアイランド第２期の都市再開発用地の用途に適合する業種

（製造工場等）

� 申込者の資格
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自ら製造工場等を経営しようとする者。別途配布する公募のしおりに定める資格要件等

を満たす者。

� その他の条件

� 当該区画を一体的に利用することを前提に，分譲と賃貸を併用することも可能です。

ただし，それぞれの場合における土地利用面積は，１，０００�以上とし，また，当該区画
上の建物等の配置又は構造等については別途協議させていただきます。

� 当該区画への道路及びインフラ等供給処理施設は，計画の見直しにより変更する場合

があります。

� 区画の分割及び周辺の整備等により，土地引き渡しに時間を要する場合があります。

	 当該区画について賃貸借契約を締結し，借受けた場合においても，将来当該地を譲り

受けることは可能です。ただし，分譲価格は，当該区画を将来譲渡する時点の更地とし

ての価格によるものとします。

９ 公募のしおり及び申込用紙の配布期間及び配布場所

� 配布期間

平成１８年１１月１４日�から随時
� 配布場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸エンタープライズプロモーションビューロー内

神戸市みなと総局振興部企業誘致課

１０ 申込みの受付場所及び問い合わせ先

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎１号館２３階

神戸エンタープライズプロモーションビューロー内

神戸市みなと総局振興部企業誘致課

電話（０７８）３２２－５７０３（直通）

１１ その他

次回公募区画及び実施時期等は未定です。

神戸市公告第３９６号
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）

第４条に規定する特定調達契約に係る一般競争入札により落札者を決定したので，同令第１１条

及び神戸市契約規則（昭和３９年３月規則第１２０号。以下「規則」という。）第２７条の１２の規定に

より，次のとおり公告します。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 落札に係る物品の名称及び調達の種類

医療情報システム用機器借上

２ 数量

一式

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市行財政局財政部経理課

神戸市中央区加納町６丁目５番１号

４ 落札者を決定した日
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平成１８年９月１３日

５ 落札者の氏名及び住所

NECリース株式会社

神戸支店長 内海 滋

神戸市中央区東町１２６番地

６ 落札金額

１億３，３９８万円（１月当たり２２３万３，０００円）

７ 契約の相手方を決定した手続

規則第１０条の規定により定めた予定価格の１０５分の１００に相当する価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者としました。

８ 規則第２７条の５第１項において読み替える規則第４条の規定による公告を行った日

平成１８年７月４日

神戸市公告第３９７号
当該開発区域（工区）の全部について当該開発行為に関する工事が完了したので，都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告します。

平成１８年１１月２１日

神戸市長 矢 田 立 郎

１ 開発区域（工区）に含まれる地域の名称

神戸市�区�北通１０丁目２番２
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

神戸市中央区栄町通４丁目２番１３号

和田興産株式会社

代表取締役 和田 憲昌

３ 許可番号

平成１６年１１月１２日 第５４１７号

交 通 局

神戸市交通公告第２９号
一般競争入札により地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）第４条に規定する特定調達契約（以下「特定

調達契約」という。）を締結するので，特例政令第６条並びに神戸市交通局契約規程（昭和５１年

８月交規程第１５号。以下「規程」という。）第２７条の５第１項において読み替える規程第４条及

び規程第２７条の５第２項の規定により，次のとおり公告します。

平成１８年１１月２１日

神戸市交通事業管理者 松 田 正 康

１ 入札に付する事項

� 物品の名称及び調達の種類

大型ノンステップバス（追加分）の購入

� 数量
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４両

� 納入場所

神戸市交通局が指定する場所

 納入期限

平成１９年３月３０日まで

� 物品の特質等

入札説明書（特例政令第８条に規定する文書をいう。以下同じ。）によります。

２ 入札に参加する者に必要な資格

第３号及び第４号に掲げる入札参加資格については，審査の申請の受付期間の最終日まで

に満たしており，かつ，申請の受付期間の最終日から引き続き入札の日まで継続して満たし

ていることが必要です。

� 平成１８年度及び平成１９年度神戸市物品等競争入札参加資格を有すること。

� 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請の受付期間の最終日から入札の日までの間

に，神戸市指名停止基準要綱（平成６年６月１５日市長決定）に基づく指名停止を受けてい

ないこと。

� 経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手

続開始の決定がされている者，民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生

計画認可の決定がされている者を除く。）でないこと。

 迅速なアフターサービス又はメンテナンスのための事業所（契約工場でも可。）を有し，

その体制が整備されていること。

３ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市交通局総務課（電話番号 ０７８‐３２２‐５９４１）

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館４階

４ 入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

５ 入札に参加する者に必要な資格の審査

この入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の配布，審査の通知の方法等について

は，入札説明書によります。

６ 入札説明書の交付期間，交付場所及び交付方法

� 交付期間

公告の日から平成１８年１２月５日�まで（神戸市の休日を定める条例（平成３年３月条例
第２８号）第２条第１項各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 交付場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 交付方法

無料交付

７ 入札に参加する者に必要な資格の審査の申請書の提出期間及び提出場所

� 提出期間

公告の日の翌日から平成１８年１２月６日�まで（神戸市の休日を定める条例第２条第１項
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各号に掲げる本市の休日を除く。）

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

８ 契約条項を示す場所及び入札に必要な書類を示す場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

９ 入札書の提出期限，提出場所及び提出方法

� 提出期限

平成１８年１２月２２日�午前１０時まで（郵便による入札については，１２月２１日�午後５時ま
でに次号に掲げる提出場所に必着のこと。）

� 提出場所

神戸市中央区加納町６丁目５番１号（郵便番号 ６５０‐８５７０）

神戸市役所本庁舎３号館３階

神戸市行財政局財政部経理課（電話番号 ０７８‐３２２‐５１５９）

� 提出方法

持参し，又は郵送すること。

１０ 開札の日時及び場所

平成１８年１２月２２日�午前１０時３０分から
神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市役所本庁舎３号館地下１階入札室

１１ 入札保証金

規程第７条第２号の規定により免除します。

１２ 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とします。

� 入札書が所定の日時を過ぎて到着したとき。

� 入札書の金額その他主要な事項の記載が確認し難いとき。

� 入札書に記名及び押印がないとき。

 一の入札に対して２通以上の入札書を提出したとき。

� 代理人による入札の場合において，委任状を提出しないとき。

� 入札者及びその代理人が他の入札代理人となり，又は数人共同して入札をしたとき。

� 入札者の資格のない者が入札をしたとき。

� 本市から交付された入札書以外の入札書により入札したとき。

� 鉛筆，シャープペンシルその他の訂正の容易な筆記具により入札書に記入したとき。

� 入札書の金額を訂正した場合において訂正印の押印がないとき。

� この入札に参加する複数の者の関係が，以下のアからウまでのいずれかに該当する場合

には，該当する者のした入札（該当する者が，共同企業体の代表者以外の構成員である場

合の入札を除く。）は全て無効にします。ただし，該当する者の一者を除く全てが入札を

辞退した場合には，残る一者の入札は無効とはなりません。

ア 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，子会社（会社法第２条第３号及び会

社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更

平成１８年１１月２１日 神 戸 市 公 報 第２９８７号 １９０３



生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法第２

条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。

以下同じ。）と子会社の関係にある場合

� 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

イ 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし，�については，会社の一方が更生会
社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。

� 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が，他方の

会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合

� 一方の会社の代表権を有する者が，他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事

再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合

� その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同

組合とその組合員の関係にある場合。

� 前各号に掲げるもののほか，入札説明書において特に指定した事項に違反したとき。

１３ 落札者の決定の方法

落札者の決定は，消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず，規程第１０条の規定により定めた予定価格の１０５の１００に相当する価格の制限の範囲内

で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。

１４ 特定調達契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨の種類

日本語及び日本国通貨に限ります。

１５ 入札に参加する者に必要な資格を有する者と認定されていない者の参加

第２項第１号に掲げる入札参加資格を有する者と認定されていない者も当該入札に参加す

る者に必要な資格の審査の申請書及び資料を提出することはできますが，当該入札に参加す

るためには，開札の日時までに入札に参加する者に必要な資格を有すると認定され，かつ，

当該入札に参加する者に必要な資格を有しなければなりません。

１６ Summary

� Contract Content : Non‐step bus

� Quantity：４ buses

� Deadline for submitting application forms and other required documents by those

intending to make bids：５：００P.M. December６，２００６．

 Deadline for submitting bids：１０：００A.M. December２２，２００６．

� Applicants can obtain bid application forms at the Contracts Division, Finance

Department, Administration and Finance Bureau, Kobe City Hall，６‐５‐１，Kano‐cho, Chuo

‐ku, Kobe６５０‐８５７０，Japan. TEL０７８‐３２２‐５１５９
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訂 正

平成１８年１１月７日付け神戸市公報第２９８５号に掲載の神戸市交通公告第２７号について，誤りが

ありましたので，次のとおり訂正します。

（１８２７ページ上から１６行目）

誤 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

正 � その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同組

合とその組合員の関係にある場合。

平成１８年１１月７日付け神戸市公報第２９８５号に掲載の神戸市交通公告第２８号について，誤りが

ありましたので，次のとおり訂正します。

（１８３０ページ下から１８行目）

誤 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

正 � その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

� 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定する中小企業等協同組

合とその組合員の関係にある場合。
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